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押印を求める手続の見直し等のための

厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について

　

日頃、 本会会務運営には格段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　

さて、標記の件につきまして、日本医師会副会長より別添のとおり通知がありましたので、

ご連絡申し上げます。

　

これは、令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」 において、 「原則として全

ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提

示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、 告示、通達等の改正やオンライン化

を行う」 こととされていることを踏まえ、 「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働

省関係省令の一部を改正する省令」 が公布◎施行されたものです。

　

これにより、整理省令において、厚生労働省関係省令に定められた様式のうち、国民や事

業者等に押印を求めているものについては、当該押印欄が削除等されることとなりました。

　

つきましては、 貴職におかれましても、 本件についてご了知いただき、 管下会員への周知

方、 ご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　

なお、本件につきましては、本会ウェブサイト会員専用ページに掲載する予定であります

ことを申し添えます。
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押印を求める手続の見直し等のための
厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について

今般、厚生労働省各局・課より各都道府県衛生主管部（局）宛に、標記の通知が発出さ
れ、本会各部局に対しても会員への周知方依頼がありましたので、現時点で本会にて受領
済みのものを一括してお送り申しあげます。
本件は、「規制改革実施計画」（令和２年７月17日閣議決定）において、「原則として全

ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が
提示する基準に照らして順次、必要な事項を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライ
ン化を行う」こととされていることを踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための厚
生労働省関係省令の一部を改正する省令」（令和２年厚生労働省令第208号。以下「整理
省令」という。）が公布・施行されたものです。
これにより、当該整理省令において、厚生労働省関係省令に定められた様式ならびに既

存の通達等において定めている様式のうち、国民や事業所等に押印を求めているものにつ
いては、当該押印欄が削除等されることとなりました。

なお、医師法施行規則（昭和23年厚生省令第47号）第４号書式の死亡診断書（死体検案
書）、歯科医師法施行規則（昭和23年厚生省令第48号）第４号書式の死亡診断書は、人間
の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり、必ず医師等が作成したことが担保され
ていなければならず、厳密な真正性が求められるべきものであることから、今般の押印を
求める手続きの見直しに伴い、その真正性の担保について、記名押印によることは認めな
いこととし、必ず署名（電子署名を含む。）によることとするとされております。
ただし、すでに「記名・押印」により作成された死亡診断書(死体検案書)については、

当面の間、遺族が区市町村役場に死亡届とともに提出する添付書類としては有効とする取
扱いがなされる旨が、医政局医事課より各自治体向けに事務連絡がなされております(別
添資料Ａ関係)。

整理省令の改正内容や既存の通達等の取扱い等については、下記及び添付のとおりとな
りますので、貴会におかれましても本件について御了知いただき、管下会員への周知方に
ご高配いただきますとともに、個々の通達内容についてご不明の点などは、以下の各項目
ごとに明記いたしました本会担当課までご連絡をいただきますようお願い申しあげます。
また、今後、本通知以降に、押印廃止に関する同種通知が関係当局から本会宛てに送付

された場合には、可能な限りとりまとめ、整理をしたうえで、貴会宛てに情報提供をさせ
ていただく予定としております。



【別添資料一覧】

Ａ 医政局関係 (1 ～38)
【担当：地域医療課、医事法・医療安全課、生涯教育課】

・日医宛て事務連絡
・医政発1225第１号 令和２年12月25日付 医政局長通達

別添１ 整理省令により改正する厚生労働省令・様式一覧（医政局部分抜粋）
別添２ 改正する医政局長通達一覧
別添３ 改正する医政局課室長通達一覧

・令和３年1月6日付 医政局医事課 事務連絡
「死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて」

・医政発1225第13号 令和2年12月25日付 医政局長通達(麻酔科標榜許可関係)

(参考) 厚生労働省ホームページ
押印を求める手続きの見直し等について（医政局所管手続関係）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15544.html

Ｂ 保険局関係 ( 39 ～ 78 ) 【担当：医療保険課】
・日医宛て事務連絡
・保発1225第８号 令和２年12月25日付 保険局長通達

Ｃ 老健局関係 ( 79 ～ 138 ) 【担当：介護保険課】
・日医宛て事務連絡
・老発1225第３号 令和２年12月25日 老健局長通達
・老総発1225第２号ほか 令和２年12月25日付 老健局総務課長他通達
・令和２年12月25日付 老健局総務課長他 事務連絡

Ｄ 健康局関係 ( 139 ～ 141) 【担当：健康医療第２課】
・健発1225号第３号 令和２年12月25日付 健康局長通達

Ｅ 医薬・生活衛生局(医薬品)関係 ( 142 ～ 147) 【担当：薬務対策室】
・薬生総発1225第２号 令和２年12月25日付 総務課長通達
・薬生発1225第３号 令和２年12月25日付 医薬・生活衛生局長通達

Ｆ 医薬・生活衛生局(食品)関係 (148 ～ 156) 【担当：健康医療第２課】
・薬生食基発1225第１号・生食監発1225第４号 令和２年12月25日付

医薬・生活衛生局食品基準審査課長・食品監視安全課長 通達
・生食発1225第９号 令和２年12月25日付 厚労省大臣官房生活衛生・食品安全

審議官より関係団体宛通達



Ｇ 医政局研究開発振興課(再生医療)関係 ( 157 ～ 210) 【担当：生涯教育課】
・日医宛事務連絡

・別紙 研究開発振興課 12月25日付 事務連絡
・参考 「再生医療等提供計画等の記載要領等について」

Ｈ 医政局研究開発振興課(臨床研究)関係 ( 211 ～ 241) 【担当：生涯教育
課】

・日医宛事務連絡
・別紙 「臨床研究法の統一書式について」

Ｉ 医政局総務課（国税関係手続）関係 (242 ～248) 【担当：医業経営支援課】
・日医あて事務連絡
・医政総発1225第１号・障企発1225第４号・老総発1225第１号・保総発1225第１
号 各課長通達

Ｊ 社会・援護局関係 (249～266) 【担当：介護保険課、健康医療第2課】
・子発1225第１号・社援発第４号・老発1225第２号 令和２年12月25日付

子ども家庭局長、社会援護局長、老健局長通達

Ｋ 社会・援護局障害保健福祉部関係 (267～ 294) 【担当：健康医療第2課】
・障発1225第３号 令和２年12月25日付 障害保健福祉部長通達
・障発1225第１号 令和２年12月25日付 障害保健福祉部長通達
・障企発1225第1号、障障発1225第1号、障精発1225第1号 令和2年12月25日付

障害保健福祉部 企画課長、障害福祉課長、精神・障害保健課長通達

Ｌ 政策統括官(出生証明書)関係 (295 ～303) 【担当：健康医療第２課】
・政統発1225第４号 令和２年12月25日 政策統括官通達

「出生証明書の様式等を定める省令の一部改正について(通知)」

Ｍ 労働基準局関係 (304～323) 【担当：健康医療第１課】
・基発1225第5号 令和2年12月25日付 労働基準局長通達
・基発1225第1号 令和2年12月25日付 労働基準局長通達

Ｎ 文部科学省初等中等教育局(学校保健)関係 (324～336) 【担当：健康医療第１課】
・日医宛て事務連絡(令和3年1月6日付)
・2文科初第1188号 令和2年11月13日付 文科省初等中等教育局長通達

以 上
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